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１ 団体の概要（平成31年4月1日現在）

２ 行政施策との関係

(１)団体活動に関係する行政施策の目的

(２)上記を代替・補完する団体活動の概要

点検評価表（県出資25％未満の株式会社）

団　　体　　名 エスアールエル・静岡がんセンター共同検査機構株式会社

所　　在　　地 駿東郡長泉町下長窪1007 設立年月日 平成30年９月10日

代　　表　　者 代表取締役　平林庸司 県 所 管 課 がんセンター局静岡がんセンター

団体ホームページ なし

出資者 出資額（千円） 比率（％）

株式会社エスアールエル 350,000 77.8

静岡県 100,000 22.2

基本財産（資本金） 計 450,000 100.0

事業内容
・臨床検査及び研究検査等の受委託業務、管理業務及び支援業務
・医薬品、臨床検査薬等に関する試験の受託業務
・創薬ターゲット・バイオマーカー探索の支援業務

・静岡県民をはじめとする多くのがん患者さんの医療の質の向上

・静岡がんセンターが㈱エスアールエルと取り組んできた共同研究「プロジェクトHOPE」により開発中の遺伝子パ
ネル検査を中心とした臨床検査
・将来の臨床応用が見込まれる新技術の開発
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３ 点検評価（県所管課記載）

４ 経営上の課題・改善に向けた取組の方向性

点検項目 県所管課意見

① 県の出資の必要性
が、現在の社会経済
環境において認めら
れるか

臨床と研究開発及び検査・解析業務が一体化され、環境変化と技術進歩が著しいと
言われるゲノム医療分野において、遺伝子診療上のニーズに迅速かつ的確に対応
し、いち早く正確な診断と治療を提供することが可能となる

プロジェクトHOPEの研究成果を遺伝子パネル検査に結びつけるために行う委託業務
であり、本パネル検査の保険収載を早期に実現することで、静岡県民をはじめとする
多くのがん患者さんの医療の質の向上に資するため

H28決算 H29決算 H30決算 Ｒ１予算

県支出額（千円） 559 52,320

該当なし

H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1

県派遣職員数（人） 0

② 県からの補助金、委
託金等の支出につ
いて、必要性、有効
性が認められるか

③ 県からの職員派遣に
ついて、必要性、有
効性が認められるか

・開発中の遺伝子パネル検査の保険収載をできるだけ早期に実現することで、信頼性の高いがんパネル検査を
安価に提供することによって、パネル検査の受注件数を増やし、経営の安定化を図る
・患者さんごとのがんへの罹りやすさ、薬の効きやすさなど、患者さんの体質を踏まえたがん治療を進めるため
のがんゲノム検査の先進技術の開発にも取り組む
・遺伝子関連検査を行うラボラトリーに対して、最も権威ある第三者認証を取得し、治験や臨床研究など受託す
る体制を整える
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